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告 示 

 

三重県告示第 645 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条の規定により、次のとおり医療扶助のための医療を担当させる

機関を指定しました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 指定年月日 

四日市あおば内科・消化器内科クリニック 四日市市青葉町 800 番 283 令和 3 年 10 月 1 日 

津みなみクリニック 津市久居野村町 600 番地 2 令和 3 年 9 月 1 日 

もみじ皮ふ科クリニック 名張市上八町 1486 番地 10 アミティエビル 1 階 令和 3 年 9 月 1 日 

阿倉川歯科医院 四日市市阿倉川町 12-3 令和 3 年 9 月 1 日 

スギ薬局 長島店 桑名市長島町松ヶ島 324 番地 令和 3 年 9 月 9 日 

ひまわり薬局 松阪市久保田町 5-13 令和 3 年 10 月 1 日 

 

三重県告示第 646 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の 2 の規定により、次のとおり指定医療機関から当該事業の廃

止の届出がありました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 廃止年月日 

竹内皮膚科 四日市市羽津中 2 丁目 1 番 4 号 令和 3 年 8 月 16 日 

津みなみクリニック 津市久居野村町 600-2 令和 3 年 8 月 31 日 

阿倉川歯科医院 四日市市阿倉川町 12-3 令和 3 年 8 月 31 日 

スギ薬局長島店 桑名市長島町松ヶ島字西島 95 令和 3 年 9 月 8 日 

 

三重県告示第 647 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法第 49 条の規定により､医療扶助のための

施術を担当する施術者を指定しました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 指定年月日 

古川 智久 
訪問マッサージ 三重朝日

ステーション 

三重郡朝日町縄生大字縄生 552 アサヒ

ハイツ 203 
令和 3 年 10 月 1 日 

 

三重県告示第 648 号 

 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条において準用する同法第 50 条の 2 の規定により、次のとおり

指定施術者から名称等の変更の届出がありました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 変更後の名称等 変更年月日 

岡 淳子 
訪問マッサージ こころ
津鍼灸治療院 

津市木造町 1750 

施術所：ひぐらし鍼灸院 

施術所所在地：津市片田志
袋町 300 番地 30 

令和 3 年 1 月 5 日 

 

三重県告示第 649 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
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法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条の

規定により、次のとおり医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定しました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 指定年月日 

四日市あおば内科・消化器内科クリニック 四日市市青葉町 800 番 283 令和 3 年 10 月 1 日 

津みなみクリニック 津市久居野村町 600 番地 2 令和 3 年 9 月 1 日 

もみじ皮ふ科クリニック 名張市上八町 1486 番地 10 アミティエビル 1 階 令和 3 年 9 月 1 日 

阿倉川歯科医院 四日市市阿倉川町 12-3 令和 3 年 9 月 1 日 

スギ薬局 長島店 桑名市長島町松ヶ島 324 番地 令和 3 年 9 月 9 日 

ひまわり薬局 松阪市久保田町 5-13 令和 3 年 10 月 1 日 

 

三重県告示第 650 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の

2 の規定により、次のとおり指定医療機関から当該事業の廃止の届出がありました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指定医療機関の名称 所在地 廃止年月日 

竹内皮膚科 四日市市羽津中 2 丁目 1 番 4 号 令和 3 年 8 月 16 日 

津みなみクリニック 津市久居野村町 600-2 令和 3 年 8 月 31 日 

阿倉川歯科医院 四日市市阿倉川町 12-3 令和 3 年 8 月 31 日 

スギ薬局長島店 桑名市長島町松ヶ島字西島 95 令和 3 年 9 月 8 日 

 

三重県告示第 651 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条

（同法第 55 条において準用する場合を含む。）の規定により､医療支援給付のための施術を担当する施術者を指

定しました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 指定年月日 

古川 智久 
訪問マッサージ 三重朝日
ステーション 

三重郡朝日町縄生大字縄生 552 アサヒハ
イツ 203 

令和 3 年 10 月 1 日 

 

三重県告示第 652 号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第 30 号）第 14 条第 4 項において準用する生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 50 条の

2（同法第 55 条において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり指定施術者から名称等の変更の届出

がありました。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

施術者の氏名 施術所の名称 所在地 変更後の名称等 変更年月日 

岡 淳子 
訪問マッサージ こころ
津鍼灸治療院 

津市木造町 1750 
施術所：ひぐらし鍼灸院 
施術所所在地：津市片田志

袋町 300 番地 30 

令和 3 年 1 月 5 日 

 

三重県告示第 653 号 

 次の加入区及び区域に係る漁業災害補償法（昭和 39 年法律第 158 号）第 125 条の 6 第 1 項の規定による区域
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内特定養殖業者の同意は、同項に規定する要件に適合しているものと認めます。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

加入区の名称 区  域 

特定わかめ 
和具浦加入区 

鳥羽磯部漁業協同組合のうち和具浦の地区 

 

三重県告示第 654 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 5 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により松阪市から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

松阪南ファッションモール 

松阪市駅部田町字七元 1069 番地ほか 6 筆 

2  松阪市から聴取した意見 

(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項 

   駐車場出入口付近における交通事故防止のため、必要に応じて警備員を配置する等の対応を行うこと。 

(2) 騒音の発生に係る事項 

計画概要書の騒音値はあくまでも予測値であるため、営業開始後に実測を行い、騒音値の把握を行うこ

と。 

(3) 廃棄物に係る事項 

   意見無し 

(4) その他の事項 

   近隣住民から公害に関する苦情が発生した場合、速やかに誠意をもって対処すること。 

   駐車場等が青少年の溜り場となることを抑止するため、店舗内に加え駐車場内においても従業員等による

巡回パトロールの実施のほか、防犯カメラを適切な場所に設置する等、犯罪抑制に係る措置を行うこと。 

   特に、夜間の防犯対策等に関して、安全対策等の設備充実について更なる配慮を行うこと。 

   松阪市景観条例（平成 20 年松阪市条例第 33 号）及び三重県屋外広告物条例（昭和 41 年三重県条例第 45

号）に基づいた届出が必要である場合には必要な手続きを行うこと。 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 10 月 26 日から同年 11 月 26 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 655 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 5 条第 1 項の規定による届出に対して同法第 8 条第 1 項の

規定により明和町から聴取した意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）ドラッグコスモス明和店 

多気郡明和町大字蓑村字矢畑 266 ほか 

2  明和町から聴取した意見 

  意見無し 

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和 3 年 10 月 26 日から同年 11 月 26 日まで 
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開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

 

 

 

 

 保健師助産師看護師法（昭和 23 年法律第 203 号）第 18 条の規定により、第 73 回（令和 3 年度）准看護師試

験を次のとおり実施します。 

令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事    一  見  勝  之   

1  試験の実施日時 

令和 4 年 2 月 15 日（火）午後 1 時 30 分から午後 4 時まで 

2  試験の実施場所 

津市観音寺町字東浦 457-3 三重県看護協会 

3  受験願書の請求 

(1) 受験願書は、三重県医療保健部医療介護人材課看護・介護人材班で配布します。郵便で願書を請求する場

合は、返信用封筒（返信用切手を貼付、宛先を明記）及び准看護師試験願書請求書を同封の上、差出人を

明記し、送付してください。 

受験願書請求先 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 

              三重県医療保健部医療介護人材課看護・介護人材班 

             電話 059（224）2053 

(2) 請求受付期間 

   令和 3 年 11 月 29 日（月）から同年 12 月 10 日（金）まで（土曜日及び日曜日を除きます。） 

4  受験願書の受付期間及び受付場所 

(1) 受付期間 

令和 4 年 1 月 4 日（火）から同月 7 日（金）までの午前 9 時から午後 5 時まで 

郵送の場合は、令和 4 年 1 月 7 日（金）必着とします。 

(2) 受付場所 

県庁舎内各保健所、四日市市保健所及び三重県医療保健部医療介護人材課 

5  その他 

(1) この試験の受験資格、受験手続、試験の方法等の詳細については、第 73 回（令和 3 年度）三重県准看護

師試験実施要領を参考にしてください。 

(2) この試験についての問合せは、受験願書請求先にしてください。 

 

第 12 次鳥獣保護管理事業計画を次のとおり変更しましたので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関

する法律（平成 14 年法律第 88 号）第 4 条第 5 項の規定により公表します。 

令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

 「次」は省略し、三重県農林水産部獣害対策課及び各農林（水産）事務所に備え置いて縦覧に供します。 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、三重県伊勢建設事務所長から通知がありました。 

    令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量、地形測量及び路線測量） 

2   作業期間 

    令和 3 年 10 月 18 日から令和 4 年 2 月 7 日まで 

3   作業地域 

  伊勢市浦口二丁目、同市二俣一丁目及び同市辻久留一丁目 

公 告 
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測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 2 項の規定により、次の公共測量

が令和 3 年 10 月 1 日に終了した旨、三重県津農林水産事務所長から通知がありました。 

    令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

1   作業種類 

    公共測量（基準点測量） 

2   作業地域 

  津市高野尾町 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 5 号の規定により、次のとおり道路の位置を指定しま

した。 

 なお、関係図書は、三重県桑名建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

   令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

指 定 
年 月 日 

申  請  者 

道路の位置 

道路幅員及び延長 

氏  名 住  所 
道 路 
番 号 

幅 員 
（ｍ） 

延 長 
（ｍ） 

令和 3 年 

10 月 12 日 

ランドサポートいなべ 

代表 日沖 清明 

三重県いなべ市員弁町笠

田新田 51 

いなべ市大安町高柳

字里内 1041-4 
Ａ 6.0 49.1 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之   

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和 3 年 

10 月 14 日 
三重郡川越町大字豊田字八反田 530-1 ほか 1 筆 

四日市市青葉町 780-4 
中部住研株式会社 
代表取締役 坂 倉 慎 一 

令和 3 年 
10 月 18 日 

伊勢市小俣町本町 341-268 ほか 5 筆 
伊勢市曽祢 2 丁目 2-9 
有限会社橋本建設 

代表取締役 橋 本  清 

令和 3 年 

10 月 18 日 
三重郡朝日町大字柿字東廻り 173 ほか 

四日市市浜田町 4-20 
三重北農業協同組合 
代表理事組合長 門 脇  孝 

 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定しましたので、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成 7 年三重県

規則第 84 号）第 12 条の規定により公告します。 

  令和 3 年 10 月 26 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1 特定役務の名称   防災みえメール配信サービス再構築及び運用保守業務委託 

2 担 当 部 局   三重県津市広明町 13 番地 

  三重県防災対策部災害対策課 

3 落札者決定日   令和 3 年 9 月 3 日 

4 落 札 者   大阪府大阪市西区京町堀 1 丁目 8 番 5 号 

  株式会社気象工学研究所 代表取締役社長 小久保 鉄也 

5 落 札 金 額   入札価格 34,000,000 円 

  契約金額 37,400,000 円（うち消費税及び地方消費税 3,400,000 円） 

特定調達公告 
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6 決 定 手 続   一般競争入札 

7 入 札 公 告 日   令和 3 年 7 月 2 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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